
 
 
 
　宿に課せられた仕事のうちで最も大切な
のは、幕府など公用の人や荷物を迅速に
送ることであり、これを担うことを条件
として、宿は町としての賑わいを保証さ

れていたとい
えます。 
　このような公
用輸送は、当初は
宿だけで維持してい
ましたが、やがてその能
力を超えるようになり、不足分の
負担を周辺の村に命じるようにな
りました。これを助

すけ

郷
ごう

といい、人
足を出したり、これにかわる金銭
を負担しなければならず、村々に
とっては困窮の大きな原因となり
ました。 
　昨年調査させていただいた甲南

町市原区有文書に、土山宿の助郷役をめぐる
享保年間の興味深い文書があります。同村
から土山宿へは4里18町余（約18d）。と
ころがこれより近い所に蒲生郡猫田村
（現日野町）がある。ついてはこれ
と助郷を交代してほしいという訴え
は幕府道中奉行の扱うこととなります。 
　奉行は双方の言い分を聞いたうえで、
両村から土山宿への最短距離を測るよ
うに命じたことから立ち会いで縄を引
いて実測するのですが、途中猫田村の百

姓が大勢で妨害をし、大げんかに発展、けが
人が続出する事態になったようです。助郷役を受

けるか受けないかはまさに死活問題だったのです。 
　結果的に市原村が猫田村より14町5間（約1.5d）遠いこ
とが証明され、助郷役の交代は認められます。東海道の通
行がこのような多くの人々の苦労によって支えられていた
のです。 
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水口曳山祭（1） 

　
毎
年
4
月
20
日
を
中
心
に
行
わ
れ
る

水
口
神
社
の
祭
礼
「
水
口
曳
山
祭
」。
 

　
曳
山
の
巡
行
を
見
所
と
し
た
甲
賀
郡

唯
一
の
都
市
型
祭
礼
と
し
て
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。
 

　
近
世
東
海
道
の
宿
場
町
・
城
下
町
と

し
て
発
展
し
た
江
戸
時
代
中
期
の
享
保

年
間
、
町
の
繁
栄
と
町
民
の
心
意
気
を

示
す
「
曳
山
」
の
祭
礼
と
し
て
成
立
し

ま
し
た
。
こ
の
曳
山
行
事
は
滋
賀
県
指

定
無
形
民
俗
文
化
財
。
現
在
16
基
あ
る

曳
山
は
市
の
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
 

　
曳
山
は
、
「
二
層
露
天
四
輪
式
」
の

作
り
山
で
、
一
層
目
は
囃
子
方
が
囃
す

屋
台
部
、
そ
の
屋
根
に
あ
た
る
露
天
の

二
層
目
が
人
形
等
の
作
り
物
（
ダ
シ
）

の
飾
り
場
所
と
な
り
ま
す
。
 

　
屋
台
部
は
、
庇ひ

さ
しや

向こ
う

拝は
い

、き
ざ階は
しな

ど
を

持
つ
社
殿
風
の
建
造
物
で
あ
り
、
本
来
、

「
重
箱
山
」
と
い
う
簡
素
な
作
り
の
山

で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
唐
破は

風ふ

を

つ
け
て
社
殿
風
の
山
に
装
い
を
変
え
て

い
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
、
変
遷
の
跡
を

窺
わ
せ
て
い
ま
す
。
 

　
曳
山
は
2
本
の
引
綱
と
前
後
の
梃
子

に
よ
っ
て
運
行
さ
れ
、
屋
台
部
の
下
に

突
出
し
た
芯
棒
が
取
り
付
い
て
い
て
、

方
向
転
換
の
時
は
そ
の
芯
棒
で
曳
山
を

浮
か
せ
て
回
転
さ
せ
ま
す
。
こ
の
回
転

さ
せ
る
方
法
を
「
ギ
リ
マ
ワ
シ
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
 

　
水
口
の
曳
山
は
、
重
量
の
あ
る
屋
台

部
と
露
天
部
の
組
物
を
車
軸
で
支
え
て

い
る
た
め
、
材
の
老
朽
化
な
ど
に
よ
り

足
周
り
の
破
損
が
著
し
い
よ
う
で
す
。
 

　
こ
れ
ら
の
曳
山
を
よ
く
見
る
と
、
あ

ち
ら
こ
ち
ら
に
虫
食
い
の
跡
や
、
補
助

材
を
取
り
付
け
た
り
、
歪
み
を
補
強
し

て
い
る
な
ど
、
町
々
で
曳
山
を
維
持
し

て
い
く
た
め
の
苦
心
の
跡
が
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
 

　
か
つ
て
30
余
基
の
曳
山
の
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
、
今
は
他
地
域
に
引
き
取

ら
れ
た
り
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
中
に

は
他
地
域
か
ら
購
入
し
て
い
る
町
も
あ

り
、
例
え
ば
水
口
町
呉
服
町
の
曳
山
は

隣
接
す
る
日
野
白
銀
町
の
曳
山
を
購
入

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

　
水
口
町
呉
服
町
に
伝
わ
る
史
料
に
よ

れ
ば
、
明
治
12
年
、
日
野
白
銀
町
の

合
併
に
よ
り
曳
山
が
不
要
と
な
り
、
交

渉
の
結
果
、
呉
服
町
に
売
却
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
経
過
が
詳
し
く
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
 

　
呉
服
町
の
曳
山
に
は
、
今
で
も
馬
見

岡
綿
向
神
社
の
神
紋
で
あ
る
「
か
り
が

ね
」
を
あ
し
ら
っ
た
金
具
が
付
け
ら
れ

て
お
り
、
も
と
日
野
の
曳
山
で
あ
っ
た

こ
と
が
偲
ば
れ
ま
す
。
 

　
曳
山
は
囃
子
物
を
囃
す
舞
台
装
置
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
本
来
、
神
宿
る
依よ

り

代し
ろ

で
あ
り
、
民
衆
が
力
を
あ
わ
せ
て
曳

山
を
維
持
し
、
祭
礼
を
続
け
よ
う
と
し

た
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
 

水口神社の祭礼「水口曳山祭」。 水口神社の祭礼「水口曳山祭」。 
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